
障がい者計画・障がい福祉計画の策定について

資料６

１．障がい者計画について 

【第４次新潟市障がい者計画】

○障がい者施策の方向性やその目標を定める基本的な計画。 

○国と県の障害者基本計画を基本に、本市における障がい者の状況等を踏まえ、 

策定する。 

計画期間 令和３年度から令和８年度までの６年間

２．障がい福祉計画について 

【第６期新潟市障がい福祉計画・第２期新潟市障がい児福祉計画】 

○障がい福祉サービス等の提供量見込みや成果目標等を定める計画。 

○国の基本指針に即して、本市における障がい者の状況等を踏まえ、策定する。 

 計画期間 令和３年度から令和５年度までの３年間 

３．策定スケジュール

令和 2 年 

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

令和 3 年 

1 月

2 月

アンケート調査（8 月発送、9 月報告書作成） 

次期計画の構成(案)について 

                        地域自立支援協議会 

市議会協議会報告・パブリックコメント 

社会福祉審議会 

                   地域自立支援協議会 

                       精神保健福祉協議会

骨子案作成 

計画素案作成・検討 

計画素案確定 

第２回施策審議会 

第３回施策審議会 

第４回施策審議会 

第１回施策審議会 

庁内関係課 

パブリックコメントの 

報告・計画の承認 
第５回施策審議会 

市議会報告 

庁内関係課 


